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（※５） 

 

（※１） 

（※２） 

（※３） 

（※４） 

扶養控除等（異動）申告書の内容を基に

「扶養控除等の申告」欄を記入します。 

 

甲欄 
乙欄 

分

1

所  

属 

区  

分 

給

料

・

手

当

等 

賞

与

等

計

計

月
区
分 

総 支 給 金 額
社会保険 
料  等  の 
控 除 額

社会保険料等 
控除後の給与 
等 の 金 額  

年末調整 
による過 
不足税額 

算 出 税 額
差  引 

徴収税額 

前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額 

老人扶養親族 障害者等 配
偶
者
の
有
無 

有
・
無

 

同居老親等 そ の 他  
当初 
有・無 

当初 当初 
人 

当初 
人 人 

当初 
人 

当初 ・一般の障害者 

・特別障害者 

・同居特別障害者 
 配・扶 （  人） 

・寡婦 
・ひとり親 
・勤労学生 

人 
当初 

月 日 
人 

人 

月 日 
人 

月 日
人 

月 日
人 

月 日
人 

月 日
人 

月 日
人 

人 

人 

月 日
人 

月 日
人 

月 日

月 日

月 日 
有・無 

有・無 
月 日 

整 理 
番 号 

扶養親 
族等の 
数 

 円 円 円 円 円 円
円  

該当するものを○で 
囲んでください。 

円  月  月 円 円

円  

（郵便番号   －    ） （フリガナ） 

（生年月日 明・大・昭・平・令  月   日） 

 別 月 別 月  額税たし収徴は又付還 額税たし収徴は又付還  高 残 引 差 高 残 引 差

人  

支

月 

給

日 

職  

名 

住  

所 
氏  

名 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

① ② 

⑥ ⑤ ④ 

③ 

（税率          ％） 

（税率     ％） 

（税率     ％） 

（税率     ％） 

扶
養
控
除
等
の
申
告

 

 

 整

年

末

調

 

申
告
の
有
無

有
・
無

配偶者の合計所得金額 

所得金額調整控除の適用
有・無

 （※　適用有の場合は⑩に記載）

（         円） 

旧長期損害保険料支払額 

（         円） 
⑫のうち小規模企業共済
等掛金の金額 

（    円） 
⑬のうち国民年金保険料 
等の金額 

（    円） 

（1円未満切上げ、最高150,000円） 

社会保 
険料等 
控除額 

給 料 ・ 手 当 等  

計

生 命 保 険 料 の 控 除 額
地 震 保 険 料 の 控 除 額

基 礎 控 除 額

配 偶 者 （ 特 別 ） 控 除 額 

（ 特 定 増 改 築 等 ） 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 額  
年 調 所 得 税 額 （　－　 、マ イ ナ ス の 場 合 は 0） 

年 調 年 税 額 （  × 1 0 2 . 1 % ） 

差 引 超 過 額 又 は 不 足 額（ －⑧） 
本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額 
未払給与に係る未徴収の税額に充当する金額 
差  引  還  付  す  る  金  額 （  －  －  ）

本 年 中 に 還 付 す る 金 額  
翌 年 に お い て 還 付 す る 金 額  

本 年 最 後 の 給 与 か ら 徴 収 す る 金 額  
翌 年 に 繰 り 越 し て 徴 収 す る 金 額  

給与所得控除後の給与等の金額（調整控除後）
（⑨ ‒ ⑩）

○ 25

○ 24

○ 26 ○ 27 ○ 28

○ 22

○ 23

円  

⑩ 

扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額

差引課税給与所得金額（⑪‒⑳）及び算出所得税額

所 得 控 除 額 の 合 計 額

円  ③ 
⑥ 
⑧ 

○ 24

（1,000円未満切捨て） 

① 
④ 
⑦ 
⑨ 

⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 

⑲ 
⑱ 

⑳ 

○ 21

（100円未満切捨て） 

金   額  

給 与 等 か ら の 控 除 分 （ ② ＋ ⑤ ） 

申 告 に よ る 社 会 保 険 料 の 控 除 分  

申告による小規模企業共済等掛金の控除分 

超 過 額 

の 精 算 

不 足 額 
の 精 算 

同上の 
うち 

○ 25

○ 26

○ 23

○ 27

○ 28

○ 29

○ 30

○ 31

○ 32

○ 33

一 般 の
控 除 対 象
扶 養 親 族

従たる給与か
ら控除する源
泉控除対象配
偶者と控除対
象扶養親族の
合 計 数 

特 定 扶 
養 親 族

源 泉 控 除
対象配偶者

区   分 

年  

令
和
4
年

○ 22

所 得 金 額 調 整 控 除 額
（（⑦－8,500,000円）×10％、マイナスの場合は０）

給 与 所 得 控 除 後 の 給 与 等 の 金 額 

（⑫＋⑬＋⑭＋⑮＋⑯＋⑰＋⑱＋⑲）

税 額 

同 上 の 税 額 に つ
き 還 付 又 は 徴 収
し た 月 区 分

  本人 配 ・ 扶（  人） 

  本人 配 ・ 

・ 

・ 扶（  人） 

賞 与 等  給
与
所
得
に
対
す
る
源
泉
徴
収
簿
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３４

３４
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課税給与所得金額（Ａ） 税　率（Ｂ） 控除額（Ｃ） 税額＝（Ａ）×（Ｂ）－（Ｃ）

１，９５０，０００円超

３，３００，０００円〃

６，９５０，０００円〃

９，０００，０００円〃

１８，０００，０００円〃

１，９５０，０００円以下

３，３００，０００円  〃

６，９５０，０００円  〃

９，０００，０００円  〃

１８，０００，０００円  〃

１８，０５０，０００円  〃

５％

１０％

２０％

２３％

３３％

４０％

̶

９７，５００円

４２７，５００円

６３６，０００円

１，５３６，０００円

２，７９６，０００円

（Ａ）×５％

（Ａ）×１０％－９７，５００円

（Ａ）×２０％－４２７，５００円

（Ａ）×２３％－６３６，０００円

（Ａ）×３３％－１，５３６，０００円

（Ａ）×４０％－２，７９６，０００円

１　課税給与所得金額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
２　課税給与所得金額が１８，０５０，０００円を超える場合は、年末調整の対象となりません。

（注）

（給与所得控除後の金額の算出表）

源泉徴収簿への記入例

（令和４年分の年末調整のための算出所得税額の速算表）

（2,728,000 円 × 10％ － 97,500 円）

（参考）１ ⑬欄は、保険料控除申告書の「社会保険料控除」欄の「合計

（控除額）」欄の金額を転記してください。

２ ⑭欄は、保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄

の「合計（控除額）」欄の金額を転記してください。

３ 「⑫のうち小規模企業共済等掛金の金額」欄は、毎月の給与か

ら差し引かれた小規模企業共済等掛金の金額を記入してください。

４ 「⑬のうち国民年金保険料等の金額」欄は、保険料控除申告書

の「社会保険料控除」欄のうち、国民年金保険料や国民年金基金

の加入員として負担する掛金の金額を転記してください。

５ ⑱欄は、「令和４年分の扶養控除額及び障害者等の控除額の合計

額の早見表」により求めた金額を記入してください。

国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm）に掲載してい

る「年末調整計算シート」（Excel）をご利用いただくと、上記の計算等を簡単に行うことができます。 
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扶養控除等（異動）申告書の内容を基に

「扶養控除等の申告」欄を記入します。 

 

甲欄 
乙欄 

分

 

1

所  

属 
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分 
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料
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手
 
 
 
 
 
当
 
 
 
 
 
等 
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等 

計 

計 

月
区
分 

総 支 給 金 額
社会保険 
料  等  の 
控 除 額  

社会保険料等 
控除後の給与 
等 の 金 額  

年末調整 
による過 
不足税額 

算 出 税 額
差  引 
 
徴収税額 

前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額 

老人扶養親族 障害者等 配
偶
者
の
有
無 

有
・
無 

 

同居老親等 そ の 他  
当初 
有・無 

当初 当初 
人 

当初 
人 人 

当初 
人 

当初 ・一般の障害者 

・特別障害者 

・同居特別障害者 
  配・扶 （  人） 

・寡婦 
・ひとり親 
・勤労学生 
 

人 
当初 

月 日 
人 

人 

月 日 
人 

月 日 
人 

月 日 
人 

月 日 
人 

月 日 
人 

月 日 
人 

人 

人 

月 日 
人 

月 日 
人 

月 日 

月 日 

月 日 
有・無 

有・無 
月 日 

整 理 
番 号 

扶養親 
族等の 
数 

 円 円 円 円 円 円
円  

該当するものを○で 
囲んでください。 

円  月  月 円 円

円  

（郵便番号   －    ） （フリガナ） 

（生年月日 明・大・昭・平・令   月   日） 

 別 月 別 月  額税たし収徴は又付還 額税たし収徴は又付還  高 残 引 差 高 残 引 差

人  

支
 
月 

給
 
日 

職  

名 

住  

所 

氏  

名 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

① ② 

⑥ ⑤ ④ 

③ 

（税率          ％） 

（税率          ％） 

（税率          ％） 

（税率          ％） 

扶
養
控
除
等
の
申
告 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 整

年

末

調

 

申
告
の
有
無 

有
・
無 

配偶者の合計所得金額 

所得金額調整控除の適用
　　　　有・無
 （※　適用有の場合は⑩に記載）

（         円） 

旧長期損害保険料支払額 

（         円） 
⑫のうち小規模企業共済
等掛金の金額 

（         円） 
⑬のうち国民年金保険料 
等の金額 

（         円） 

（1円未満切上げ、最高150,000円） 

社会保 
険料等 
控除額 

給 料 ・ 手 当 等  

計

生 命 保 険 料 の 控 除 額  
地 震 保 険 料 の 控 除 額  

基 礎 控 除 額

配 偶 者 （ 特 別 ） 控 除 額 

 

（ 特 定 増 改 築 等 ） 住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 額  
年 調 所 得 税 額 （　－　 、マ イ ナ ス の 場 合 は 0） 

年 調 年 税 額 （  × 1 0 2 . 1 % ） 

差 引 超 過 額 又 は 不 足 額（ －⑧） 
本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額 
未払給与に係る未徴収の税額に充当する金額 
差  引  還  付  す  る  金  額 （  －  －  ）

本 年 中 に 還 付 す る 金 額  
翌 年 に お い て 還 付 す る 金 額  

本 年 最 後 の 給 与 か ら 徴 収 す る 金 額  
翌 年 に 繰 り 越 し て 徴 収 す る 金 額  

給与所得控除後の給与等の金額（調整控除後）
（⑨ ‒ ⑩）

○ 25

○ 24

○ 26 ○ 27 ○ 28

○ 22

○ 23

円  

⑩ 

扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額

差引課税給与所得金額（⑪‒⑳）及び算出所得税額

所 得 控 除 額 の 合 計 額

円  ③ 
⑥ 
⑧ 

○ 24

（1,000円未満切捨て） 

① 
④ 
⑦ 
⑨ 

⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 
⑰ 

⑲ 
⑱ 

⑳ 

○ 21

（100円未満切捨て） 

金   　  額  

給 与 等 か ら の 控 除 分 （ ② ＋ ⑤ ） 

申 告 に よ る 社 会 保 険 料 の 控 除 分  

申告による小規模企業共済等掛金の控除分 

超 過 額 

の 精 算 

不 足 額 
の 精 算 

同上の 
うち 

○ 25

○ 26

○ 23

○ 27

○ 28

○ 29

○ 30

○ 31

○ 32

○ 33

一 般 の
控 除 対 象
扶 養 親 族

従たる給与か
ら控除する源
泉控除対象配
偶者と控除対
象扶養親族の
合 計 数 

特 定 扶 
養 親 族

源 泉 控 除
対象配偶者

区              分 

年  

令
和
4
年

○ 22

所 得 金 額 調 整 控 除 額
（（⑦－8,500,000円）×10％、マイナスの場合は０）

給 与 所 得 控 除 後 の 給 与 等 の 金 額 

（⑫＋⑬＋⑭＋⑮＋⑯＋⑰＋⑱＋⑲）

税      額 

同 上 の 税 額 に つ
き 還 付 又 は 徴 収
し た 月 区 分

  本人 配 ・ 扶（  人） 

  本人 配 ・ 

・ 

・ 扶（  人） 

賞 与 等  給
与
所
得
に
対
す
る
源
泉
徴
収
簿

590,000

590,000

590,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

499,907

499,907

499,907

510,438

510,438

510,438

510,438

510,438

510,438

509,238

509,238

509,238

8,420

8,420

8,420

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

8,420

8,420

8,420

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

90,093

90,093

90,093

89,562

89,562

89,562

89,562

89,562

89,562

90,762

90,762

90,762

経理課 経理係長 176 0006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20

21

22

20

20

20

20

19

20

20

21

20

6

12

6

12
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5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1 1 1 1
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7,170,000
1,800,000
8,970,000
7,020,000

47,000

1,354,887
6,973,000

120,000
50,000

380,000
1,860,000

480,000
4,244,887

2,728,000

0
0

109,860
93,534

203,394

400,000

175,300
126,500
48,800

49,800
153,594

153,594
153,594

14,800

7,170,000

1,800,000

900,000

900,000

6,090,063 109,860

763,425

761,625

93,534

▲153,594▲153,594

▲153,5941,525,050

93,534

93,534

1,079,937

136,575

138,375

274,950

5

5

12.252

過納
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山川 明子

養老 1 0 年 妻
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妻

××生命 〃

〃

〃養老

介護

○○年金

○○年金

1 0 年
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２０年
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東京都練馬区栄町 23 －７
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

25,000
42,000

42,000

42,000

14,800

50,000

12,400

14,800

90,000

80,000

30,000

25,000 22,500

80,000

40,000

40,000

40,00040,00090,000

40,000

120,000

27,50030,000

80,000

80,000

45,000 45,000

３４

３４

２６

２６

３１

３４

練馬東

6

７ ６

155,400

12,650,000

100100 100

12,650,000

12,650,000

6,973,000

126,500

12,650,000

３４

３４

２６

２６

３１

３４

練馬東

6

７ ６

155,400

12,650,000

100100 100

12,650,000

12,650,000

6,973,000

126,500

12,650,000

課税給与所得金額（Ａ） 税　率（Ｂ） 控除額（Ｃ） 税額＝（Ａ）×（Ｂ）－（Ｃ）

１，９５０，０００円超

３，３００，０００円〃

６，９５０，０００円〃

９，０００，０００円〃

１８，０００，０００円〃

１，９５０，０００円以下

３，３００，０００円  〃　

６，９５０，０００円  〃　

９，０００，０００円  〃　

１８，０００，０００円  〃　

１８，０５０，０００円  〃　

５％

１０％

２０％

２３％

３３％

４０％

̶　　

９７，５００円

４２７，５００円

６３６，０００円

１，５３６，０００円

２，７９６，０００円

（Ａ）×５％

（Ａ）×１０％－９７，５００円

（Ａ）×２０％－４２７，５００円

（Ａ）×２３％－６３６，０００円

（Ａ）×３３％－１，５３６，０００円

（Ａ）×４０％－２，７９６，０００円

１　課税給与所得金額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
２　課税給与所得金額が１８，０５０，０００円を超える場合は、年末調整の対象となりません。

（注）

（給与所得控除後の金額の算出表）

源泉徴収簿への記入例

（令和４年分の年末調整のための算出所得税額の速算表）

（2,728,000 円 × 10％ － 97,500 円）

（参考）１ ⑬欄は、保険料控除申告書の「社会保険料控除」欄の「合計

（控除額）」欄の金額を転記してください。 

２ ⑭欄は、保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄

の「合計（控除額）」欄の金額を転記してください。 

３ 「⑫のうち小規模企業共済等掛金の金額」欄は、毎月の給与か

ら差し引かれた小規模企業共済等掛金の金額を記入してください。 

４ 「⑬のうち国民年金保険料等の金額」欄は、保険料控除申告書

の「社会保険料控除」欄のうち、国民年金保険料や国民年金基金

の加入員として負担する掛金の金額を転記してください。  

５ ⑱欄は、「令和４年分の扶養控除額及び障害者等の控除額の合計

額の早見表」により求めた金額を記入してください。 

国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」（https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm）に掲載してい

る「年末調整計算シート」（Excel）をご利用いただくと、上記の計算等を簡単に行うことができます。 
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